
静岡県教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年３月29日 

静岡県教育委員会教育長  木 苗 直 秀   

静岡県教育委員会規則第２号 

静岡県教育委員会文書管理規則の一部を改正する規則 

静岡県教育委員会文書管理規則（平成13年静岡県教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第６号、第12条第１項、第13条、第14条、第16条第２項及び第20条中「法務文書課長」を

「文書課長」に改める。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


